横浜市立学校の管理運営に関する規則（昭和59年４月横浜市教育委員会規則第４号）新旧対照表
	現行
	改正後（案）

	　　　（第１章省略）
	　　　（第１章省略）

	　　　第２章　小学校、中学校及び義務教育学校
	第２章　小学校、中学校及び義務教育学校

	　　　　第１節　学年、学期及び休業日
	　第１節　学年、学期及び休業日

	　　　（第３条省略）
	　　　（第３条省略）

	（休業日）
	（休業日）

	第４条　小中学校等における休業日は、次のとおりとする。
	第４条　小中学校等における休業日は、次のとおりとする。

	（第１号から第３号まで省略）
	（第１号から第３号まで省略）

	(4)　夏季休業日　７月21日から８月26日まで
	(4)　夏季休業日　７月21日から８月31日まで

	　　　（第５号から第７号まで、第２項から第５項まで及び第１節の２から第６節まで省略）
	（第５号から第７号まで、第２項から第５項まで及び第１節の２から第６節まで省略）

	　　　第３章　高等学校
	　　　第３章　高等学校

	　　　（第34条から第36条の２まで省略）
	　　　（第34条から第36条の２まで省略）

	（休業日）
	（休業日）

	第36条の３　高等学校における休業日については、次のとおりとする。
	第36条の３　高等学校における休業日については、次のとおりとする。

	（第１号から第３号まで省略）
	（第１号から第３号まで省略）

	(4)　夏季休業日　７月21日から８月26日まで
	(4)　夏季休業日　７月21日から８月31日まで

	（以下省略）
	（以下省略）
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